
別紙 

 

仕様書 

 

１．件名 

18階執務室のレイアウト変更作業 

 

２．目的 

NEDO本部の18階B･C区画に設置のスライド書庫等を解体撤去及び移設し、執務室の活用エ

リアを拡張するものである。 

 

３．作業内容 

受注者は、以下の作業を実施するものとする。（別表及び別図1、2参照） 

(1) スライド書庫5台を解体すること。（別表No.1からNo.5及び別図1参照） 

(2) スライド書庫4台を移設すること。（別表No.7からNo.10及び別図1参照） 

なお、スライド書庫Gは１連分（3キャビネット分）を除いて移設すること。 

(3) 前項の移設にあたり、移設前にスライド書庫内の書類等の退避及び移設後に退避した書

類等の復元を行うこと。（別表No.11及び別図1参照） 

(4) ハイキャビネット6台を解体すること。（別表No.6及び別図1参照） 

(5) 解体したスライド書庫及びハイキャビネットは16階1601会議室に搬入すること。 

（別表No.1からNo.6及び別図2参照） 

(6) (1)(2)(4)(5)項に伴い生ずるスライド書庫等の跡地の床カーペットを補修すること。 

なお、補修に用いる床カーペットは次に記載の物品と同等品又は代替品とすること。 

東リ株式会社 ダイヤ営業部製：CarpetTiles CT-1100SL カラー1120SL 

（別表No.1からNo.10及び別図1参照） 

(7) 発注者が指定するテーブル、椅子等（以下、「什器等」という。）を発注者が指定する場

所に移動すること。（別表No.12及び別図1参照） 

   

４．作業場所 

   〒212-8554 

神奈川県川崎市幸区大宮町1310番ミューザ川崎セントラルタワー 16階・18階 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 

５．履行期限 

2023年6月30日（金） 

なお、作業日は契約締結日から2023年6月26日（月）18時までとし、具体的な日時は発注

者と別途協議のうえ決定すること。 

 



６．報告書等の作成 

受注者は作業完了後、業務完了報告書（様式）を１部作成し、2023 年 6 月 30 日(金)までに

発注者に提出すること。 

 

７．その他 

(1) 受注者は、運搬費、必要な消耗品、交通費等の諸経費全てを負担すること。 

(2) 本作業の際に必要なミューザ川崎管理事務所への事前申請手続等は受注者が行うものと

する。 

(3) 養生箇所及び仕様については、ミューザ川崎管理事務所の管理担当責任者（以下、｢管理

担当責任者｣という。）と十分協議し、管理担当責任者の了承を得ること。 

(4) ミューザ川崎地下駐車場に入出庫可能な車両は、積載物も含めた高さが 3.2m 以下であ

る。 

なお、駐車料金については、受注者の負担とする。 

(5) 本作業の際は発注者の立会い及び指示を受けるものとし、搬入路、作業場所及び什器等

に損害を与えぬよう十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、受注者の負担に

おいて速やかに原状回復を行うこと。 

(6) エレベーターの使用については、ミューザ川崎管理事務所と十分協議を行うこと。 

(7) 作業完了後、仕様書等に適合しないものであること（以下、「契約不適合」という。）が

判明した場合は、別途発注者が指示する期限までに修補又は履行追完すること。 

(8) 本作業により知り得た情報については、守秘義務を負うものとする。 

(9) 仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、発注者と協議のうえ解決する

こと。 



別　表

作業内容一覧

No. 対象物品 数量 単位 作業内容

1 スライド書庫A（3列4連：3×3×4） 1 台
解体→16階160１会議室に搬入する。
跡地の床カーペットを補修する。

2 スライド書庫B（3列4連：3×3×4） 1 台
解体→16階160１会議室に搬入する。
跡地の床カーペットを補修する。

3 スライド書庫C（3列3連：2×2×3） 1 台
解体→16階160１会議室に搬入する。
跡地の床カーペットを補修する。

4 スライド書庫D（2列3連：2×3） 1 台
解体→16階160１会議室に搬入する。
跡地の床カーペットを補修する。

5 スライド書庫E（3列4連：3×3×4） 1 台
解体→16階160１会議室に搬入する。
跡地の床カーペットを補修する。

6 ハイキャビネットJ 6 台
解体→16階160１会議室に搬入する。
跡地の床カーペットを補修する。

7 スライド書庫F（3列6連：5×5×6） 1 台
壁側に移設する。
跡地の床カーペットを補修する。

8 スライド書庫G（3列5連：4×4×5） 1 台
1連解体し、4連を壁側に移設する。
跡地の床カーペットを補修する。

9 スライド書庫H（3列4連：3×3×4） 1 台
壁側に移設する。
跡地の床カーペットを補修する。

10 スライド書庫I（3列6連：5×5×6） 1 台
壁側に移設する。
跡地の床カーペットを補修する。

11 移動するスライド書庫F～I内の荷物退避及び復元 1 式 52ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ分

12 対象エリアKのレイアウト変更 1 式

什器等の再配置
3人用ﾛｯｶｰ3台、4人用ﾛｯｶｰ21台、打合せﾃｰﾌﾞﾙ2台、ﾊｰﾌｷｬﾋﾞﾈｯﾄ1台
食器ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ1台、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ1台、冷蔵庫1台、ｼｭｯﾚﾀﾞｰ1台、水屋1式
　※複合機1台及び新設什器（打合せﾃｰﾌﾞﾙ2台）を除く。



別図 1

NEDO18階レイアウト図
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作業ﾃｰﾌﾞﾙ 1台→廃棄

ﾊｲｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 6台→廃棄
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作業内容

■ｽﾗｲﾄﾞ書庫 A,B,C,D,E 解体撤去

■ｽﾗｲﾄﾞ書庫 F,G,H,I 移設

■ﾊｲｷｬﾋﾞﾈｯﾄ J:6台解体撤去

■床ｶｰﾍﾟｯﾄ補修

■ｴﾘｱKの什器再配置

ﾊｲｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 6台

K

3人用ﾛｯｶｰ 3台

4人用ﾛｯｶｰ 9台

打合せﾃｰﾌﾞﾙ1台(新設)

4人用ﾛｯｶｰ3台

ﾊｰﾌｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 1台

複合機 1台

ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 1台

4人用ﾛｯｶｰ 9台

打合せﾃｰﾌﾞﾙ 2台

食器ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 1台

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 1台

冷蔵庫 1台

再設置の什器等(スライド書庫を除く）
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NEDO16階レイアウト図
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